
第第第第１１１１章章章章    総総総総    則則則則                     
 

第第第第１１１１条条条条（（（（約款約款約款約款のののの適用適用適用適用）））） 
 株式会社ＳＴＮｅｔ（以下「当社」といいます）は、このＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービス契約
約款（以下「約款」といいます）に従い、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを提供します。本約款
において、中讃ケーブルビジョン株式会社は「ＣＶＣ」としております。 

 
第第第第２２２２条条条条（（（（約款約款約款約款のののの変更変更変更変更）））） 
 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提
供条件は、変更後の約款によります。 
２２２２．約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなるお客さまに対し、事前にその内容に
ついて通知します。 

 
第第第第３３３３条条条条（（（（用語用語用語用語のののの定義定義定義定義）））） 
 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用語の意味 
（１）Netwave CATV イン 
        ターネットサービス 

当社が当社の通信設備および電子計算機等ならびに第一種電気通信事業者の電気通信回線
を使用して、お客さまに提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービスのう
ち顧客設備等をサービス用設備に接続するためにＣＡＴＶ回線を使用するもの 

（２）利用契約 ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供を受けるための契約 
（３）お客さま 当社と利用契約を締結している者 
（４）顧客設備等 お客さまがＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供を受けるため、電気通

信回線を経由して接続したお客さまが管理する端末設備、電子計算機およびその他の機器 
（５）サービス用設備 ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを提供するために当社に設置した、当社

の通信設備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置、その他の機器およびソフ
トウェアをいいます） 

（６）サービス用通信回線 ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを提供するため、サービス用設備と他の
インターネット事業者との間およびサービス用設備相互を接続する第一種電気通信事業者
の電気通信回線 

（７）アクセス回線 顧客設備等をサービス用設備に接続するために、当社がＣＶＣから借りる電気通信回線（Ｃ
ＡＴＶ回線） 

（８）ネットワーク接続 
          装置 

ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを提供するためにアクセス回線と顧客設
備等を接続する装置 

（９）ユーザＩＤ ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを利用するお客さまに当社が付与する情
報（お客さま番号、電子メールアカウント等） 

（１０）保安器 顧客設備等への落雷及び直流の侵入を防止するため、ＣＶＣのＣＡＴＶ回線と顧客設備等
との施設の分界点に設置されるもの。 

 
第第第第４４４４条条条条（（（（サービスサービスサービスサービスのののの提供区域提供区域提供区域提供区域）））） 
 当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、ＣＶＣのサービスエリア内とします。 

第第第第２２２２章章章章    ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスインターネットサービスインターネットサービスインターネットサービスのののの内容内容内容内容 
第第第第５５５５条条条条（（（（サービスサービスサービスサービスのののの種類種類種類種類およびおよびおよびおよび内容内容内容内容）））） 
 ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの種類と内容は別表１に規定するとおりとします。 

 
第第第第３３３３章章章章    利用契約利用契約利用契約利用契約のののの締結等締結等締結等締結等 

第第第第６６６６条条条条（（（（最低利用期間最低利用期間最低利用期間最低利用期間）））） 
 ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの最低利用期間は、利用契約毎に利用契約開始月から起算して 
１２ヶ月とします。ただし、あかり、スタンダード、ハイスピード、スーパー、オフィスは６ヶ月、オプションサ
ービスの最低利用期間は別に定めるサービスガイドによります。 

第第第第７７７７条条条条（（（（利用申込利用申込利用申込利用申込）））） 
 ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な
事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただくことにより行います。 

第第第第８８８８条条条条（（（（利用契約利用契約利用契約利用契約のののの成立成立成立成立）））） 
 利用契約は、前条の申込に対し当社が当社所定の申込み確認書を発行することにより承諾し成立するものとしま
す。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消
を行うことがあります。 
（１）申込書に虚偽の事実の記載があったとき 
（２）申込者がＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービス料金（以下「サービス料金」といいます）等の支

払いを怠るおそれがあるとき 
（３）申込者が第２１条（利用の停止）に該当するとき 
（４）当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき 
（５）申込に係るＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを提供するためのＣＡＴＶ回線の設置について、

ＣＶＣの承諾が得られないとき 
（６）申込者が当社またはＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの信用を毀損するおそれがある態様で

当該サービスを利用するおそれがあるとき 
（７）その他（１）から（６）までに類する事項があるとき 
２２２２．前項の規定により、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの利用を承諾しかねる場合は、当社は、
申込者に対し、書面を持ってその旨を通知します。 

３３３３．当社はＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの種類により、ユーザＩＤを設定した場合は、第１項
の承諾のときにこれをお客さまに通知します。 

第第第第９９９９条条条条（（（（ユーザユーザユーザユーザＩＤＩＤＩＤＩＤおよびおよびおよびおよびパスワードパスワードパスワードパスワードのののの管理責任管理責任管理責任管理責任）））） 
 お客さまは、当社が付与したユーザＩＤまたはパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変
更、質入などすることはできません。お客さまは、この約款に基づき付与されたユーザＩＤおよびパスワードの管
理責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。 
２．お客さまは、ユーザＩＤまたはパスワードが窃用され、または窃用される可能性のあることが判明した場合は、
直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。 

第第第第１０１０１０１０条条条条（（（（利用契約利用契約利用契約利用契約にににに基基基基づくづくづくづく権利譲渡権利譲渡権利譲渡権利譲渡のののの禁止禁止禁止禁止）））） 
 お客さまは、第１１条（お客様の地位の承継等）に規定する場合を除き、利用契約に基づいてＮｅｔｗａｖｅＣ
ＡＴＶインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。 

第第第第１１１１１１１１条条条条（（（（おおおお客様客様客様客様のののの地位地位地位地位のののの承継等承継等承継等承継等）））） 
 相続または法人の合併によりお客さまの地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から 
３０日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。 
２２２２．当社はお客さまについて次の変更があったときは、そのお客さままたはそのお客さまの業務の同一性および継
続性が認められる場合に限り、前項のお客さまの地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。 
（１）個人から法人への変更 
（２）お客さまである法人の業務の分割による新たな法人への変更 

（３）お客さまである法人の業務の譲渡による別法人への変更 
（４）お客さまである法人格を有しない社団の代表者の変更 
（５）その他（１）から（４）までに類する変更 

第第第第１２１２１２１２条条条条（（（（おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの氏名等氏名等氏名等氏名等のののの変更変更変更変更）））） 
 お客さまは、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地について変更があったときは、変更があった日か
ら３０日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。 
２２２２．お客さまは、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき（顧客設備等
の追加、変更、削除等を行うことを含みます）は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更事
項に応じ別途定める期日までに当社に提出していただきます。 

第第第第１３１３１３１３条条条条（（（（おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの義務義務義務義務)))) 
 お客さまがＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを経由して国内外の他のネットワークと通信を行う
場合、お客さまは経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的
として利用しないものとします。 

第第第第１４１４１４１４条条条条（（（（第三者第三者第三者第三者のののの権利侵害権利侵害権利侵害権利侵害のののの禁止禁止禁止禁止）））） 
 お客さまは、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを通じて、文章、写真、ソフトウェアなどを公開
する場合、第三者の著作権、その他の権利を侵害しないものとします。 
 

 
第第第第４４４４章章章章    回回回回    線線線線 

第第第第１５１５１５１５条条条条（（（（サービスサービスサービスサービス用用用用通信回線通信回線通信回線通信回線)))) 
 当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用してＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービス

を提供します。 
    
    
第第第第５５５５章章章章    顧客設備等顧客設備等顧客設備等顧客設備等 

第第第第１６１６１６１６条条条条（（（（顧客設備等顧客設備等顧客設備等顧客設備等のののの設置設置設置設置)))) 
 お客さまは当社からＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用
で、顧客設備等を設置していただきます。 
２２２２．お客さまが使用する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、Ｎｅｔｗａ
ｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。 
３３３３．ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスにおける技術的事項は、別途定めます。 

第第第第１７１７１７１７条条条条（（（（当社当社当社当社ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク接続装置接続装置接続装置接続装置）））） 
 お客さま側に設置するネットワーク接続装置は、原則として、当社が設置し、アクセス回線と顧客設備等とを接
続します。 
２２２２．アクセス回線および当社のネットワーク接続装置を設置する場所を、お客さまに提供していただきます。 
３３３３．お客さま側に設置する、当社のネットワーク接続装置に関して必要となる電気は、お客さまに提供していただ
きます。 
４４４４．お客さま側に設置する当社のネットワーク接続装置について、お客さまは、次のことを守っていただきます。 
（１）当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取外し、変更、分解または破壊
を 

しないこと 
（２）当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること 
５５５５．前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失または破壊したときは、お客さまは、お客さまの負
担において、当該装置を回復または修理するものとします。 

第第第第１８１８１８１８条条条条（（（（異常異常異常異常がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合のののの措置措置措置措置））））    
 お客さま側に設置した当社のネットワーク接続装置が正常に機能しないときは、お客さまは、直ちにその旨を当
社に通知するものとします。 
２２２２．前項の通知があったときは、当社の社員または当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を
行うものとします 
３３３３．前項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかになったときは、お客さまは、当
社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。 
４４４４．第２項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障があり、当該故障がお客さまの責に帰すべき事由に
より生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、お客さまに負担していただきます。 

第第第第１９１９１９１９条条条条（（（（おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの維持責任維持責任維持責任維持責任）））） 
 お客さまはＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常
に稼働するよう維持していただきます。 
２２２２．お客さまは、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取
りつけないものとします。 

 
第第第第６６６６章章章章    利用利用利用利用のののの中止中止中止中止およびおよびおよびおよび停止停止停止停止ならびにならびにならびにならびにサービスサービスサービスサービスのののの廃止廃止廃止廃止 

第第第第２０２０２０２０条条条条（（（（利用利用利用利用のののの中止中止中止中止）））） 
 当社は、次の場合には、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供を中止することがあります。 
（１）サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき、および障害などやむを得ない事由があるとき 
（２）第一種電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき 
（３）当社が接続する他のインターネット事業者の都合によりサービスの提供が不能なとき 
（４）その他（１）から（３）までに類する事項 
２２２２．当社は、前項の規定によりＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供を中止するときは、あらか
じめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

第第第第２１２１２１２１条条条条（（（（利用利用利用利用のののの停止停止停止停止）））） 
 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、６ヵ月以内で当社が定める期間、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶ
インターネットサービスの利用を停止することがあります。 
（１）サービス料金等、お客さまが約款に基づき、当社に支払うべき料金などをその支払期日を経過してもなお支
払わないとき 
（２）第９条（ユーザＩＤおよびパスワードの管理責任）、第１４条（第三者の権利侵害の禁止）、第１６条（顧
客設備等の設置）第２項、第１７条（当社のネットワーク接続装置）第４項、または第１９条（お客さまの維持責
任）の規定に違反したとき 
（３）違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを
使用したとき 
（４）当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において
ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを使用したとき 
（５）その他（１）から（４）までに類する事項のとき 
２２２２．当社は、前項の規定によりＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの利用停止をするときは、その理
由、利用停止をする日および期間をあらかじめお客さまにお知らせします。 
３３３３．第１項の規定によりＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供が停止された期間のサービス料金
は、当該ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 

第第第第２２２２２２２２条条条条（（（（サービスサービスサービスサービスのののの廃止廃止廃止廃止）））） 
 当社は、都合によりＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの特定の種類のサービスを廃止することが

あります。 
２２２２．当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、お客さまに対し廃止する日の３ヵ月前までに、書面に
よりその旨を通知します。 

 
第第第第７７７７章章章章    利用契約利用契約利用契約利用契約のののの解約解約解約解約 

第第第第２３２３２３２３条条条条（（（（おおおお客客客客さまがさまがさまがさまが行行行行うううう利用契約利用契約利用契約利用契約のののの解約解約解約解約）））） 
 お客さまは、当社所定の書類に解約するＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの種類、解約日等当社
の指定する事項を記入のうえ、解約希望月の２０日までに、当社に通知していただくことにより、いつでも利用契
約を解約することができます。ただし、第６条（最低利用期間）の最低利用期間内で利用契約を解約する場合は、
第２８条（最低利用期間内に解約した場合の料金）の料金を適用します。 

第第第第２４２４２４２４条条条条（（（（当社当社当社当社がががが行行行行うううう利用契約利用契約利用契約利用契約のののの解約解約解約解約）））） 
 当社は、第２１条（利用の停止）の規定によりＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの利用を停止さ
れたお客さまが第２１条（利用の停止）の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することが
あります。 
２２２２．当社は、お客さまにおいて手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、
第２１条（利用の停止）及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがありま
す。 
３３３３．当社は、第１項及び第２項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめお客さまにその旨
をお知らせします。 

 
第第第第８８８８章章章章    料金等料金等料金等料金等 

第第第第２５２５２５２５条条条条（（（（料金料金料金料金のののの適用適用適用適用）））） 
 サービス料金は、別表２料金表に規定するとおりとします。 

第第第第２６２６２６２６条条条条（（（（料金料金料金料金のののの計算方法計算方法計算方法計算方法）））） 
 サービス料金には、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの利用に関し、利用申込を承諾した時に発
生する初期費用、サービスを利用するための月額料金および契約事項の変更があった場合に発生する費用がありま
す。このうち、初期費用は、利用契約成立の際に一時的に発生する費用です。 
２２２２．サービス料金のうち月額料金については、次のとおりです。 
（１）月額料金とは、お客さまが使用するＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの種類に応じて定まる
基本サービスの接続料とオプションサービスの利用料を合計した毎月一定額の料金です。 
（２）月の途中で利用契約が開始された場合も、当月分よりお客さまに月額料金の全額を請求いたします。 
（３）月の途中で利用契約が解約された場合も、当月分までお客さまに月額料金の全額を請求いたします。 
（４）当社の責めに帰すべき事由によりＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスが全く利用し得ない状態
（全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。）が生じた場合において、当社が当該
状態が生じたことを知った時から連続して２４時間以上の時間（以下「利用不能時間」といいます。）当該状態が
継続したときは、当社は、お客さまに対し、お客さまからの利用不能時間分の減額請求に基づき、利用不能時間を
２４で除した数（小数点以下の端数は、切り捨てます）に月額料金の３０分の１を乗じて算出した額（１円未満の
端数は、切り捨てます）を、お客さまが当社に支払うべきこととなるＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサー
ビスの料金から減額します。ただし、お客さまが当該請求をし得ることとなった日から３ヶ月を経過する日まで当
該請求をしなかったときは、お客さまは、その権利を失うものとします。 

第第第第２７２７２７２７条条条条（（（（サービスサービスサービスサービスのののの種類種類種類種類をををを変更変更変更変更したしたしたした場合場合場合場合のののの料金料金料金料金）））） 
 サービスの種類を変更（以下「契約変更」といいます）した場合、契約変更後のサービスが新たに発生したもの
として、変更後のサービスに対して初期設定費等を請求いたします。 
２２２２．契約変更があった場合の月額料金は、次のとおりとします。 
（１）月額料金が減額となる契約変更の場合の料金は、変更前契約の最低利用期間が経過するまでは、変更前契約
の当該サービス料金を、最低利用期間経過後は、変更後契約の当該サービス料金を、それぞれ適用します。 
（２）月額料金が増額となる契約変更の場合の料金は、変更前契約の終了および変更後契約の開始が契約変更月に
あったものとして、契約変更月より変更後のサービス料金を適用します。 
３３３３．契約変更後の最低利用期間は、契約変更月から起算します。 

第第第第２８２８２８２８条条条条（（（（最低利用期間内最低利用期間内最低利用期間内最低利用期間内にににに解約解約解約解約したしたしたした場合場合場合場合のののの料金料金料金料金）））） 
 ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを第６条（最低利用期間）の最低利用期間内に解約した場合の
サービス料金の額は、課金開始月から当該最低利用期間の末日までのサービス料金の額とします。 

第第第第２９２９２９２９条条条条（（（（料金料金料金料金のののの支払方法支払方法支払方法支払方法およびおよびおよびおよび支支支支払期日払期日払期日払期日）））） 
 お客さまは、サービス料金等を当社が指定する方法により支払うものとします。    
２２２２．．．．お客さまは、サービス料金等を当社が指定する期日（以下「支払期日」といいます）までに支払うものとしま
す。 
３３３３．．．．お客さまは、サービス料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。 

第第第第３０３０３０３０条条条条（（（（割増金割増金割増金割増金）））） 
 お客さまは、サービス料金等の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の２倍に相当す
る額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。 

第第第第３１３１３１３１条条条条（（（（延滞利息延滞利息延滞利息延滞利息）））） 
 お客さまは、サービス料金その他の債務（延滞利息を除きます）について支払期日を経過してもなお支払がなさ
れない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年１４．６％の割合で計算して得た額を延
滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。 

第第第第３２３２３２３２条条条条（（（（消費税消費税消費税消費税）））） 
 お客さまが当社に対し本サービスに関する債務を支払う際に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法
に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び同法に関す
る法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を併せて支払うものとします。 

    
第第第第９９９９章章章章    おおおお客客客客さまさまさまさま情報情報情報情報のののの保護保護保護保護 

第第第第３３３３３３３３条条条条（（（（おおおお客客客客さまさまさまさま情報情報情報情報のののの保護保護保護保護）））） 
 当社は、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの提供に関連して知り得たお客さまの情報を、お客さ
まの承認を得た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しないものとし
ます。 
２．当社がこのサービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することをお客さまは、あ
らかじめ承認するものとします。 

    
第第第第１０１０１０１０章章章章    損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償 

第第第第３４３４３４３４条条条条（（（（損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの限度限度限度限度）））） 
 第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因とし
て、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの利用不能状態が生じたことによりお客さまが損害を被った
ときは、当社は、当該損害を被ったお客さまに対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者等から
受領した損害賠償の額（以下「損害限度額」といいます）を限度として、損害の賠償をします。 
２２２２．前項のお客さまが複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全てのお客さまの損
害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、お客さまの損害の額を合計した額が損害限度額を超え
るときは、各お客さまに対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該お客さまの損害の額を当該損害を被った
全てのお客さまの損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。 



第第第第３５３５３５３５条条条条（（（（免免免免    責責責責）））） 
 当社は、前条（損害賠償の限度）の場合を除き、お客さまがＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの
利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責
任を負いません。ただし、当社の故意または重過失に基づく場合はこの限りではありません。 

第第第第３６３６３６３６条条条条（（（（情報情報情報情報のののの管理管理管理管理）））） 
 お客さまは、ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、
ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採
っていただきます。 

第第第第３７３７３７３７条条条条（（（（責任責任責任責任のののの分界点分界点分界点分界点）））） 
 加入者専用回線を利用するＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスにおいては、ネットワーク接続装置
とお客さま設備を接続するイーサネットの端末接続装置側の接続点を責任分界点とします。ただし、保安器の出力
端子からネットワーク接続装置の間についてはお客さまの責任といたします。 
 

第第第第１１１１１１１１章章章章    雑雑雑雑    則則則則 
第第第第３８３８３８３８条条条条（（（（協協協協    議議議議）））） 
 この約款に記載のない実施上必要な細目については、お客さまと当社との協議によって定めます。 

    
附附附附    則則則則 
    
（（（（実施期日実施期日実施期日実施期日））））    
    

１ この約款は、平成２０年５月１日から実施します。 
    
（（（（経過措置経過措置経過措置経過措置））））    

２ この改正規定実施日以降ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスあかりに係る契約を新たに締結
しません。 

３ この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービ
スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。    

 
【【【【別別別別    表表表表    １１１１】】】】 
１．ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの種類 
 

      種  類 内      容    
あかり 
 

ＣＡＴＶ回線を利用し、お客さまの端末を接続するサービスです。 
あかりネット会員様向けサービスです。個人で、非営利目的に限ります。 

スタンダード ＣＡＴＶ回線を利用し、お客さまの端末を接続するサービスです。 
個人で、非営利目的に限ります。 

ハイスピード ＣＡＴＶ回線を利用し、お客さまの端末を接続するサービスです。 
個人で、非営利目的に限ります。 

スーパー ＣＡＴＶ回線を利用し、お客さまの端末を接続するサービスです。 
個人で、非営利目的に限ります。 

オフィス ＣＡＴＶ回線を利用し、お客さまの端末を接続するサービスです。 
 

Ｍｙサーバ ＣＡＴＶ回線を利用し、ＩＰアドレス１個を固定して提供するサービスです。 
オプションサービスは、ありません。 

備  考 オプションサービスの詳細は、別に定めるサービスガイドを参照して下さい。当社
は、お客さまの要望により、上記以外の種類について提供することがあります。 

 
２．サービス時間 

毎日 ０時～２４時とします。 
また、当社の設備の保守等の都合で事前通知の上、運休することがあります。 
 

【【【【別別別別    表表表表    ２２２２】】】】    
１．ＮｅｔｗａｖｅＣＡＴＶインターネットサービスの料金 
   ・基本サービス 
 

                       種  類 料  金 

 
あかり 
   接続料（月額） 

 
 
   １，９５０円／回線 (税込 ２，０４７円／回線)                                   

 
スタンダード 
   接続料（月額） 
 

 
 
   ３，５００円／回線 (税込 ３，６７５円／回線) 

 
ハイスピード 
   接続料（月額） 
 

 
 
   ３，９５０円／回線 (税込 ４，１４７円／回線) 
 

 
スーパー 
   接続料（月額） 
 

 
 
   ４，７５０円／回線 (税込 ４，９８７円／回線) 
 

 
オフィス 
   接続料（月額） 
 

 
 
   ６，９００円／回線 (税込 ７，２４５円／回線) 

 
Ｍｙサーバ 
   初期設定費（加入時のみ） 
   接続料（月額） 

     
  １３，０００円／回線 (税込１３，６５０円／回線) 
   ９，５００円／回線 (税込 ９，９７５円／回線) 

ＣＡＴＶ回線をインターネット接続に利用するためにはＣＶＣに対して加入金、引込工事費、宅内工事費が別途必要となります。
利用するＣＡＴＶ回線の設置状況により必要でない場合もあります。また、その他の費用は別に定めるサービスガイドを参照し
て下さい。 
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平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月 

株式会社ＳＴＮｅｔ 
    
    

 


